
 第２６号議案 

 

 

都市公園を設置すべき区域の決定について 

 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第３３条第１項の規定に

基づき、都市公園を設置すべき区域を定めるにつき、同条第５項の

規定により、下記のとおり議会の議決を求める。 

 

   平成２７年１１月３０日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記 

 

１ 都市公園の名称  京都・亀岡保津川公園 

 

２ 都市公園の区域  亀岡市保津町鐘鋳島、正人渕、針ノ木新田、

荒打及び上中島並びに追分町一本木地内 

           （別紙区域図のとおり） 

 

３ 都市公園の種別  総合公園 

 

４ 都市公園の面積  約１３．９ha 
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